
日 薬 業 発 第 4 1 9 号 

令 和 ６ 年 ２ 月 ７ 日 

 

都道府県薬剤師会担当役員 殿 

 

日 本 薬 剤 師 会 

副 会 長  森  昌 平 

 

 
「全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する

法律の一部の施行に伴う関係省令の整備等に関する省令」の公布について 

 

 

 平素より、本会会務に格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。 

「全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正す

る法律の一部の施行期日を定める政令」及び「全世代対応型の社会保障制度を構

築するための健康保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の

整備に関する政令」の公布につきましては、令和５年 12 月７日付け日薬業発第

314 号にてお知らせしたところですが、今般、「全世代対応型の社会保障制度を構

築するための健康保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係省令の

整備等に関する省令」が公布されました。 

医療扶助における電子資格確認の導入、受給者番号等の告知要求制限の導入、

医療扶助に関する電子処方箋の開始等が示されており、施行期日については、一

部を除き令和６年３月１日からとされております。 

つきましては、貴会会員へご周知くださいますようお願い申し上げます。 



     事 務 連 絡                                                          

令和６年２月５日 

 

 公益社団法人 日本薬剤師会 御中 

 

 

                厚生労働省社会・援護局保護課保護事業室 

                     

 

 

「全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正す

る法律の一部の施行に伴う関係省令の整備等に関する省令」の公布について 

 

 

生活保護法（昭和 25年法律第 144号）による医療扶助の実施につきましては、

平素より格段の御高配を賜り、厚く御礼申し上げます。 

今般、全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を

改正する法律の一部の施行に伴う関係省令の整備等に関する省令（令和６年厚

生労働省令第 24号。以下「整備省令」という。）については、本年２月２日公布

され、別添のとおり、都道府県知事、指定都市市長、中核市市長及び社会保険診

療報酬支払基金理事長宛て通知を発出いたしました。 

つきましては、ご多忙の折、大変お手数ではございますが、別添通知の趣旨に

御高配いただき、貴会会員の皆様に対して周知をしていただくよう何卒よろし

くお願い申し上げます。 

 

 

 



 

社援発 0202 第 46 号 
令 和 ６ 年 ２ 月 ２ 日 

 
都 道 府 県 知 事  
指 定 都 市 市 長   
中 核 市 市 長  
社会保険診療報酬支払基金理事長       
 

 
厚生労働省社会・援護局長   
〔 公 印 省 略 〕  

 
「全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する
法律の一部の施行に伴う関係省令の整備等に関する省令」の公布について（通
知） 
 
全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する

法律の一部の施行に伴う関係省令の整備等に関する省令（令和６年厚生労働省令
第 24号。以下「整備省令」という。）については、別添のとおり本日公布されたと
ころです。 
整備省令の趣旨及び主な内容は、下記のとおりですので、十分御了知の上、管内

市町村（特別区を含む。）、関係団体等に対し、その周知徹底を図るとともに、その
運用に遺漏なきようお願いいたします。 
 

記 
 

１ 改正の趣旨 

○ 全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正す

る法律（令和３年法律第 66号。以下「改正法」という。）第８条の規定により、

生活保護法（昭和 25年法律第 144号。以下「生保法」という。）の一部が改正さ

れ、医療扶助による医療の給付を受ける場合の資格確認方法として、電子資格確

認（改正法による改正後の生保法（以下「改正後生保法」という。）第 34条第５

項に規定する電子資格確認をいう。以下同じ。）等により確認を受けること等が

規定されるとともに、個人情報保護の観点から、保護の決定若しくは実施に関す

る事務若しくは被保護者健康管理支援事業の実施に関する事務又はこれらに関

連する事務（以下「保護の決定・実施に関する事務等」という。）の遂行のため

必要がある場合を除き、受給者番号等（公費負担者番号（改正後生保法第 80条

の２第１項に規定する「公費負担者番号」をいう。）及び受給者番号（同項に規

定する「受給者番号」をいう。）をいう。以下同じ。）の告知を求めることを禁止

する告知要求制限の規定等が設けられた。 

 

殿 



 

○ また、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等

の一部を改正する法律（令和４年法律第 47号）により、地域における医療及び

介護の総合的な確保の促進に関する法律（平成元年法律第 64号。以下「総確法」

という。）等が改正され、保険診療における電子処方箋の仕組みが整備された（令

和５年１月１日施行）。 

 

○ 本整備省令は、改正法第８条の施行に伴い、医療扶助を受給する被保護者等の

手続について、電子資格確認の仕組みへの対応及び告知要求制限にかかる細則

等を定めるとともに、総確法に基づき、医療扶助に関する電子処方箋の運用を開

始するに当たり、地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法

律施行規則（平成元年厚生省令第 34号。以下「総確法規則」という。）の改正を

行う等、所要の改正を行うものである。 

 

２ 改正の概要 

（１）医療扶助における電子資格確認の導入 

○ 被保護者が指定医療機関（改正後生保法第 34条第２項に規定する指定医療機

関をいう。以下同じ。）から医療扶助による医療の給付を受けるに当たり、電子

資格確認等により資格確認を受けること等が改正後生保法に規定されたことに

伴い、生活保護法施行規則（昭和 25年厚生省令第 21号。以下「生保法規則」と

いう。）に、以下の事項に係る規定を設けること。 

① 被保護者が医療扶助による医療の給付を受ける際の資格確認に当たり、電

子資格確認以外の方法として、医療券又は調剤券等を提出する方法により確

認するものとすること 

② 電子資格確認の方法は、個人番号カードに記録された利用者証明用電子証

明書を送信する方法とすること 

 

○ 医療扶助における電子資格確認の導入に伴い、健康保険法（大正 11年法律第

70号）、船員保険法（昭和 14年法律第 73号）、国民健康保険法（昭和 33年法律

第 192 号）及び高齢者の医療の確保に関する法律（昭和 57 年法律第 80 号）に

おける社会保険診療報酬支払基金（以下「支払基金」という。）又は国民健康保

険団体連合会への事務の共同委託規定について、それぞれ保護の実施機関を主

体として加えるための所要の改正を行うこと。 

 

（２）受給者番号等の告知要求制限の導入 

○ 改正法により、受給者番号等に関する告知要求制限の規定が設けられたこと

に伴い、生保法規則に、以下のとおり告知要求制限の適用除外に係る規定を設け



 

ること。 

① 保護の決定・実施に関する事務等の遂行のため、受給者番号等の告知を求める

者として、厚生労働大臣、保護の実施機関、都道府県知事等を定めること 

② 上記①以外の者が受給者番号等の告知を求めることができる場合として、Ｎ

ＤＢにおける受給者番号等の活用等を定めること 

 

（３）医療扶助に関する電子処方箋の開始 

○ 医療扶助に関する電子処方箋の運用を開始するに当たり、総確法規則に、以下

のとおり支払基金における業務として医療扶助に関する電子処方箋関連業務を

追加するための規定を設けること。 

① 支払基金は、保健事業等に加え、保護の実施機関が行う被保護者健康管理支援

事業に資するよう「電子処方箋に関する記録・管理業務」（総確法第 25条に規定

する支払基金電子処方箋管理業務をいう。）を行うこととすること 

② 医療保険者に加え、保護の実施機関を総確法第 25条に規定する支払基金電子

処方箋管理業務及び同法第 36 条に規定する連合会電子処方箋管理業務に要する

費用の負担者とすること 

 

（４）その他 

○ その他関係法令について所要の規定の整備を行うこと。 

 

３ 施行期日 
整備省令は、一部を除き令和６年３月１日から施行するものとすること。 
 

以上 



全
世
代
対
応
型
の
社
会
保
障
制
度
を
構
築
す
る
た
め
の
健
康
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
一
部
の
施
行
に
伴
う
関
係
省
令
の
整
備
等
に
関
す
る
省
令

（
健
康
保
険
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
一
条

健
康
保
険
法
施
行
規
則
（
大
正
十
五
年
内
務
省
令
第
三
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
表
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

（
特
定
適
用
事
業
所
の
該
当
の
届
出
）

（
特
定
適
用
事
業
所
の
該
当
の
届
出
）

第
二
十
三
条
の
二

初
め
て
公
的
年
金
制
度
の
財
政
基
盤
及
び
最
低
保
障
機
能
の
強
化
等
の
た
め
の
国
民
年
金
法

等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
四
年
法
律
第
六
十
二
号
。
以
下
「
年
金
機
能
強
化
法
」
と
い
う
。）附

則
第
四
十
六
条
第
十
二
項
に
規
定
す
る
特
定
適
用
事
業
所
（
第
二
号
及
び
第
百
五
十
九
条
の
十
一
第
一
項
第
四

号
に
お
い
て
「
特
定
適
用
事
業
所
」
と
い
う
。）と
な
っ
た
適
用
事
業
所
の
事
業
主
（
事
業
主
が
法
人
で
あ
る
と

き
は
、
本
店
又
は
主
た
る
事
業
所
の
事
業
主
）
は
、
当
該
事
実
が
あ
っ
た
日
か
ら
五
日
以
内
に
、
次
に
掲
げ
る

事
項
を
記
載
し
た
届
書
を
厚
生
労
働
大
臣
又
は
健
康
保
険
組
合
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に

お
い
て
、
厚
生
労
働
大
臣
に
提
出
す
る
事
業
所
が
同
時
に
年
金
機
能
強
化
法
附
則
第
十
七
条
第
十
二
項
の
規
定

に
よ
り
初
め
て
同
項
に
規
定
す
る
特
定
適
用
事
業
所
と
な
っ
た
と
き
は
、
当
該
届
書
に
そ
の
旨
を
付
記
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

第
二
十
三
条
の
二

初
め
て
公
的
年
金
制
度
の
財
政
基
盤
及
び
最
低
保
障
機
能
の
強
化
等
の
た
め
の
国
民
年
金
法

等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
四
年
法
律
第
六
十
二
号
。
以
下
「
年
金
機
能
強
化
法
」
と
い
う
。）附

則
第
四
十
六
条
第
十
二
項
に
規
定
す
る
特
定
適
用
事
業
所
（
第
二
号
及
び
第
百
五
十
九
条
の
十
第
一
項
第
四
号

に
お
い
て
「
特
定
適
用
事
業
所
」
と
い
う
。）と
な
っ
た
適
用
事
業
所
の
事
業
主
（
事
業
主
が
法
人
で
あ
る
と
き

は
、
本
店
又
は
主
た
る
事
業
所
の
事
業
主
）
は
、
当
該
事
実
が
あ
っ
た
日
か
ら
五
日
以
内
に
、
次
に
掲
げ
る
事

項
を
記
載
し
た
届
書
を
厚
生
労
働
大
臣
又
は
健
康
保
険
組
合
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お

い
て
、
厚
生
労
働
大
臣
に
提
出
す
る
事
業
所
が
同
時
に
年
金
機
能
強
化
法
附
則
第
十
七
条
第
十
二
項
の
規
定
に

よ
り
初
め
て
同
項
に
規
定
す
る
特
定
適
用
事
業
所
と
な
っ
た
と
き
は
、
当
該
届
書
に
そ
の
旨
を
付
記
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

一
〜
三

（
略
）

一
〜
三

（
略
）

（
法
第
二
百
四
条
第
一
項
第
二
十
一
号
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
権
限
）

（
法
第
二
百
四
条
第
一
項
第
二
十
一
号
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
権
限
）

第
百
五
十
八
条
の
三

法
第
二
百
四
条
第
一
項
第
二
十
一
号
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
権
限
は
、
次
の
各
号
に

掲
げ
る
権
限
と
す
る
。

第
百
五
十
八
条
の
三

法
第
二
百
四
条
第
一
項
第
二
十
一
号
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
権
限
は
、
次
の
各
号
に

掲
げ
る
権
限
と
す
る
。

一
〜
三
十
九

（
略
）

一
〜
三
十
九

（
略
）

四
十

第
百
五
十
九
条
の
十
一
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
公
表

四
十

第
百
五
十
九
条
の
十
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
公
表

令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報
〇
厚
生
労
働
省
令
第
二
十
四
号

全
世
代
対
応
型
の
社
会
保
障
制
度
を
構
築
す
る
た
め
の
健
康
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
三
年
法
律
第
六
十
六
号
）
の
一
部
の
施
行
に
伴
い
、
及
び
関
係
法
律
の
規
定
に
基
づ
き
、
全
世
代
対
応
型
の
社
会
保
障
制
度
を
構
築

す
る
た
め
の
健
康
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
一
部
の
施
行
に
伴
う
関
係
省
令
の
整
備
等
に
関
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
六
年
二
月
二
日

厚
生
労
働
大
臣

武
見

敬
三
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（
法
第
二
百
五
条
の
四
第
二
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
も
の
）

第
百
五
十
九
条
の
十

法
第
二
百
五
条
の
四
第
二
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
生
活
保
護
法
第
十
九

条
第
四
項
に
規
定
す
る
保
護
の
実
施
機
関
と
す
る
。

（
新
設
）

第
百
五
十
九
条
の
十
一

（
略
）

第
百
五
十
九
条
の
十

（
略
）

（
船
員
保
険
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
二
条

船
員
保
険
法
施
行
規
則
（
昭
和
十
五
年
厚
生
省
令
第
五
号
）
の
一
部
を
次
の
表
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

目
次

目
次

第
一
章
〜
第
七
章

（
略
）

第
一
章
〜
第
七
章

（
略
）

第
八
章

雑
則
（
第
百
八
十
七
条

第
二
百
二
十
七
条
）

第
八
章

雑
則
（
第
百
八
十
七
条

第
二
百
二
十
六
条
）

附
則

附
則

（
法
第
百
四
十
三
条
の
二
第
一
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
者
等
）

（
法
第
百
四
十
三
条
の
二
第
一
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
者
等
）

第
百
八
十
八
条
の
二

法
第
百
四
十
三
条
の
二
第
一
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
者
と
す

る
。

第
百
八
十
八
条
の
二

法
第
百
四
十
三
条
の
二
第
一
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
者
と
す

る
。

一
〜
十
六

（
略
）

一
〜
十
六

（
略
）

十
七

船
長
又
は
船
長
の
職
務
を
行
う
者
（
船
舶
所
有
者
の
代
理
人
と
し
て
第
二
百
二
十
六
条
の
事
務
代
行
を

行
う
場
合
に
限
る
。）

十
七

船
長
又
は
船
長
の
職
務
を
行
う
者
（
船
舶
所
有
者
の
代
理
人
と
し
て
第
二
百
二
十
五
条
の
事
務
代
行
を

行
う
場
合
に
限
る
。）

十
八

（
略
）

十
八

（
略
）

（
法
第
百
五
十
三
条
の
十
第
二
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
も
の
）

第
二
百
二
十
五
条

法
第
百
五
十
三
条
の
十
第
二
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
生
活
保
護
法
第
十
九

条
第
四
項
に
規
定
す
る
保
護
の
実
施
機
関
と
す
る
。

（
新
設
）

第
二
百
二
十
六
条
・
第
二
百
二
十
七
条

（
略
）

第
二
百
二
十
五
条
・
第
二
百
二
十
六
条

（
略
）

（
社
会
保
険
診
療
報
酬
支
払
基
金
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
三
条

社
会
保
険
診
療
報
酬
支
払
基
金
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
三
年
厚
生
省
令
第
三
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
表
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

（
診
療
報
酬
請
求
書
の
審
査
等
に
関
す
る
事
務
の
執
行
に
要
す
る
費
用
を
算
出
す
る
に
当
た
り
考
慮
す
べ
き
事

項
）

（
診
療
報
酬
請
求
書
の
審
査
等
に
関
す
る
事
務
の
執
行
に
要
す
る
費
用
を
算
出
す
る
に
当
た
り
考
慮
す
べ
き
事

項
）

第
十
三
条

法
第
二
十
六
条
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
診
療
担
当
者
（
法
第
一
条
に
規
定
す
る
診
療

担
当
者
を
い
う
。）又
は
医
療
機
関
（
法
第
十
五
条
第
一
項
第
四
号
、
第
二
項
第
二
号
か
ら
第
四
号
ま
で
及
び
第

三
項
に
規
定
す
る
医
療
を
担
当
す
る
機
関
を
い
う
。）の
提
出
す
る
診
療
報
酬
請
求
書
の
数
及
び
当
該
診
療
報
酬

請
求
書
の
審
査
（
そ
の
審
査
に
つ
い
て
不
服
の
申
出
が
あ
っ
た
場
合
の
再
審
査
を
含
む
。）並
び
に
同
条
第
二
項

第
一
号
の
意
見
を
述
べ
る
業
務
の
内
容
と
す
る
。

第
十
三
条

法
第
二
十
六
条
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
診
療
担
当
者
（
法
第
一
条
に
規
定
す
る
診
療

担
当
者
を
い
う
。）又
は
医
療
機
関
（
法
第
十
五
条
第
一
項
第
四
号
、
第
二
項
及
び
第
三
項
に
規
定
す
る
医
療
を

担
当
す
る
機
関
を
い
う
。）の
提
出
す
る
診
療
報
酬
請
求
書
の
数
及
び
当
該
診
療
報
酬
請
求
書
の
審
査
（
そ
の
審

査
に
つ
い
て
不
服
の
申
出
が
あ
っ
た
場
合
の
再
審
査
を
含
む
。）の
内
容
と
す
る
。

令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報



（
社
会
保
険
診
療
報
酬
請
求
書
審
査
委
員
会
及
び
社
会
保
険
診
療
報
酬
請
求
書
特
別
審
査
委
員
会
規
程
の
一
部
改
正
）

第
四
条

社
会
保
険
診
療
報
酬
請
求
書
審
査
委
員
会
及
び
社
会
保
険
診
療
報
酬
請
求
書
特
別
審
査
委
員
会
規
程
（
昭
和
二
十
三
年
厚
生
省
令
第
五
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
表
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

第
四
条

審
査
委
員
会
は
、
前
条
の
審
査
を
す
る
と
き
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
診
療
報
酬
請
求
書
に
つ
い

て
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
法
律
の
規
定
、
契
約
又
は
法
第
十
五
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
厚
生

労
働
大
臣
の
定
め
る
医
療
に
関
す
る
給
付
を
行
う
者
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
基
づ
き
、
診
療
報
酬
請
求
の
適
否
を

審
査
す
る
も
の
と
す
る
。

第
四
条

審
査
委
員
会
は
、
前
条
の
審
査
を
す
る
と
き
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
診
療
報
酬
請
求
書
に
つ
い

て
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
法
律
の
規
定
、
契
約
又
は
法
第
十
五
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
厚
生

労
働
大
臣
の
定
め
る
医
療
に
関
す
る
給
付
を
行
う
者
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
基
づ
き
、
診
療
報
酬
請
求
の
適
否
を

審
査
す
る
も
の
と
す
る
。

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

二

法
第
十
五
条
第
二
項
第
一
号
及
び
第
四
号
に

掲
げ
る
規
定
又
は
特
定
Ｂ
型
肝
炎
ウ
イ
ル
ス

感
染
者
給
付
金
等
の
支
給
に
関
す
る
特
別
措

置
法（
平
成
二
十
三
年
法
律
第
百
二
十
六
号
）

第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
診
療
報
酬

を
請
求
す
る
こ
と
と
な
る
医
療
機
関
そ
の
他

の
者
（
以
下
「
指
定
医
療
機
関
」
と
い
う
。）

の
提
出
す
る
診
療
報
酬
請
求
書

（
略
）

二

法
第
十
五
条
第
二
項
に
掲
げ
る
規
定
又
は
特

定
Ｂ
型
肝
炎
ウ
イ
ル
ス
感
染
者
給
付
金
等
の

支
給
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
平
成
二
十
三

年
法
律
第
百
二
十
六
号
）
第
十
七
条
第
一
項

の
規
定
に
よ
り
診
療
報
酬
を
請
求
す
る
こ
と

と
な
る
医
療
機
関
そ
の
他
の
者
（
以
下
「
指

定
医
療
機
関
」
と
い
う
。）の
提
出
す
る
診
療

報
酬
請
求
書

（
略
）

（
生
活
保
護
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
五
条

生
活
保
護
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
五
年
厚
生
省
令
第
二
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

（
法
第
三
十
四
条
第
五
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
方
法
）

第
四
条
の
三

法
第
三
十
四
条
第
五
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
方
法
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
（
急
迫

し
た
事
由
そ
の
他
や
む
を
得
な
い
事
由
に
よ
つ
て
、
被
保
護
者
が
指
定
医
療
機
関
か
ら
、
電
子
資
格
確
認
に
よ

り
医
療
扶
助
を
受
給
す
る
被
保
護
者
で
あ
る
こ
と
の
確
認
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
に
限
る
。）の
区
分

に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
も
の
を
提
出
す
る
方
法
と
す
る
。

（
新
設
）

一

指
定
医
療
機
関
（
指
定
医
療
機
関
で
あ
る
薬
局
（
次
号
及
び
第
三
項
に
お
い
て
「
指
定
薬
局
」
と
い
う
。）

を
除
く
。
次
号
及
び
第
二
項
に
お
い
て
同
じ
。）か
ら
法
第
三
十
四
条
第
二
項
に
規
定
す
る
医
療
の
給
付
（
以

下
単
に
「
医
療
の
給
付
」
と
い
う
。）を
受
け
よ
う
と
す
る
場
合

医
療
券
（
初
診
券
を
含
む
。
以
下
同
じ
。）

二

指
定
薬
局
か
ら
医
療
の
給
付
を
受
け
よ
う
と
す
る
場
合

調
剤
券
（
指
定
医
療
機
関
が
被
保
護
者
に
処
方

箋
を
交
付
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
調
剤
券
及
び
処
方
箋
）

２

前
項
第
一
号
の
医
療
券
と
は
、
保
護
の
実
施
機
関
が
医
療
の
給
付
を
指
定
医
療
機
関
に
委
託
し
て
行
う
に
当

た
り
発
給
す
る
書
面
を
い
う
。

３

第
一
項
第
二
号
の
調
剤
券
と
は
、
保
護
の
実
施
機
関
が
医
療
の
給
付
を
指
定
薬
局
に
委
託
し
て
行
う
に
当
た

り
発
給
す
る
書
面
を
い
う
。
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（
法
第
三
十
四
条
第
六
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
方
法
）

第
四
条
の
四

法
第
三
十
四
条
第
六
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
方
法
は
、
利
用
者
証
明
用
電
子
証
明
書
（
電

子
署
名
等
に
係
る
地
方
公
共
団
体
情
報
シ
ス
テ
ム
機
構
の
認
証
業
務
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百

五
十
三
号
）
第
二
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
利
用
者
証
明
用
電
子
証
明
書
を
い
う
。）を
送
信
す
る
方
法
と
す

る
。

（
新
設
）

（
被
保
護
者
健
康
管
理
支
援
事
業
の
実
施
に
必
要
な
情
報
等
）

（
被
保
護
者
健
康
管
理
支
援
事
業
の
実
施
に
必
要
な
情
報
等
）

第
十
八
条
の
十
三

（
略
）

第
十
八
条
の
十
三

（
略
）

２

法
第
五
十
五
条
の
八
第
二
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
者
は
、
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合
（
高
齢
者
の

医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
五
十
七
年
法
律
第
八
十
号
）
第
四
十
八
条
に
規
定
す
る
後
期
高
齢
者
医
療

広
域
連
合
を
い
う
。
第
二
十
二
条
の
五
第
二
項
第
一
号
に
お
い
て
同
じ
。）と
す
る
。

２

法
第
五
十
五
条
の
八
第
二
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
者
は
、高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律（
昭

和
五
十
七
年
法
律
第
八
十
号
）
第
四
十
八
条
に
規
定
す
る
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合
と
す
る
。

３

（
略
）

３

（
略
）

（
被
保
護
者
健
康
管
理
支
援
事
業
の
実
施
の
た
め
の
調
査
及
び
分
析
）

（
被
保
護
者
健
康
管
理
支
援
事
業
の
実
施
の
た
め
の
調
査
及
び
分
析
）

第
十
八
条
の
十
四

法
第
五
十
五
条
の
九
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
厚
生
労
働
大
臣
か
ら
同
条
第
一
項
に
規
定
す

る
情
報
の
提
供
を
求
め
ら
れ
た
場
合
に
は
、
保
護
の
実
施
機
関
は
、
当
該
情
報
を
、
電
子
情
報
処
理
組
織
（
保

護
の
実
施
機
関
が
使
用
す
る
電
子
計
算
機
（
入
出
力
装
置
を
含
む
。
以
下
同
じ
。）と
社
会
保
険
診
療
報
酬
支
払

基
金
法
に
よ
る
社
会
保
険
診
療
報
酬
支
払
基
金
（
次
項
及
び
第
二
十
二
条
の
五
第
一
項
第
十
号
に
お
い
て
「
支

払
基
金
」
と
い
う
。）が
使
用
す
る
電
子
計
算
機
と
を
電
気
通
信
回
線
で
接
続
し
た
電
子
情
報
処
理
組
織
を
い

う
。）を
使
用
す
る
方
法
又
は
当
該
情
報
を
記
録
し
た
光
デ
ィ
ス
ク
そ
の
他
の
電
磁
的
記
録
（
電
子
的
方
式
、
磁

気
的
方
式
そ
の
他
人
の
知
覚
に
よ
つ
て
は
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
方
式
で
作
ら
れ
る
記
録
で
あ
つ
て
、
電

子
計
算
機
に
よ
る
情
報
処
理
の
用
に
供
さ
れ
る
も
の
を
い
う
。）を
提
出
す
る
方
法
に
よ
り
提
出
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

第
十
八
条
の
十
四

法
第
五
十
五
条
の
九
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
厚
生
労
働
大
臣
か
ら
同
条
第
一
項
に
規
定
す

る
情
報
の
提
供
を
求
め
ら
れ
た
場
合
に
は
、
保
護
の
実
施
機
関
は
、
当
該
情
報
を
、
電
子
情
報
処
理
組
織
（
保

護
の
実
施
機
関
が
使
用
す
る
電
子
計
算
機
（
入
出
力
装
置
を
含
む
。
以
下
同
じ
。）と
社
会
保
険
診
療
報
酬
支
払

基
金
法
に
よ
る
社
会
保
険
診
療
報
酬
支
払
基
金
（
次
項
に
お
い
て
「
支
払
基
金
」
と
い
う
。）が
使
用
す
る
電
子

計
算
機
と
を
電
気
通
信
回
線
で
接
続
し
た
電
子
情
報
処
理
組
織
を
い
う
。）を
使
用
す
る
方
法
又
は
当
該
情
報
を

記
録
し
た
光
デ
ィ
ス
ク
そ
の
他
の
電
磁
的
記
録
（
電
子
的
方
式
、
磁
気
的
方
式
そ
の
他
人
の
知
覚
に
よ
つ
て
は

認
識
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
方
式
で
作
ら
れ
る
記
録
で
あ
つ
て
、
電
子
計
算
機
に
よ
る
情
報
処
理
の
用
に
供
さ

れ
る
も
の
を
い
う
。）を
提
出
す
る
方
法
に
よ
り
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

（
略
）

２

（
略
）

（
遺
留
金
品
の
処
分
）

（
遺
留
金
品
の
処
分
）

第
二
十
二
条

（
略
）

第
二
十
二
条

（
略
）

２

保
護
の
実
施
機
関
が
法
第
七
十
六
条
の
規
定
に
よ
る
措
置
を
と
つ
た
場
合
に
お
い
て
、
遺
留
の
金
品
を
保
護

費
に
充
当
し
て
、
な
お
残
余
を
生
じ
た
と
き
は
、
保
護
の
実
施
機
関
は
、
こ
れ
を
保
管
し
、
速
や
か
に
、
相
続

財
産
の
清
算
人
の
選
任
を
家
庭
裁
判
所
に
請
求
し
、
選
任
さ
れ
た
相
続
財
産
の
清
算
人
に
こ
れ
を
引
き
渡
さ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
こ
れ
に
よ
り
が
た
い
と
き
は
、
民
法
第
四
百
九
十
四
条
の
規
定
に
基
づ
き
当
該

残
余
の
遺
留
の
金
品
を
供
託
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

保
護
の
実
施
機
関
が
法
第
七
十
六
条
の
規
定
に
よ
る
措
置
を
と
つ
た
場
合
に
お
い
て
、
遺
留
の
金
品
を
保
護

費
に
充
当
し
て
、
な
お
残
余
を
生
じ
た
と
き
は
、
保
護
の
実
施
機
関
は
、
こ
れ
を
保
管
し
、
速
や
か
に
、
相
続

財
産
管
理
人
の
選
任
を
家
庭
裁
判
所
に
請
求
し
、
選
任
さ
れ
た
相
続
財
産
管
理
人
に
こ
れ
を
引
き
渡
さ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
こ
れ
に
よ
り
が
た
い
と
き
は
、
民
法
第
四
百
九
十
四
条
の
規
定
に
基
づ
き
当
該
残
余

の
遺
留
の
金
品
を
供
託
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

３

（
略
）

３

（
略
）

（
法
第
八
十
条
の
二
第
一
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
者
等
）

第
二
十
二
条
の
五

法
第
八
十
条
の
二
第
一
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
者
と
す
る
。

（
新
設
）

一

厚
生
労
働
大
臣

二

地
方
厚
生
局
長
又
は
地
方
厚
生
支
局
長

三

保
護
の
実
施
機
関

四

法
第
八
十
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
保
護
の
決
定
及
び
実
施
に
関
す
る
事
務
等
に
つ
い
て
保
護
の
実
施

機
関
か
ら
委
託
を
受
け
た
者

令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報



五

都
道
府
県
知
事

六

市
町
村
長

七

指
定
医
療
機
関
等

八

法
第
四
十
九
条
の
規
定
に
よ
る
指
定
を
受
け
な
い
医
療
機
関

九

指
定
介
護
機
関

十

支
払
基
金

十
一

国
民
健
康
保
険
法
第
四
十
五
条
第
五
項
に
規
定
す
る
国
民
健
康
保
険
団
体
連
合
会

十
二

国
民
健
康
保
険
法
第
四
十
五
条
第
六
項
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
大
臣
が
指
定
す
る
法
人

２

法
第
八
十
条
の
二
第
二
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
場
合
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合

と
す
る
。

一

高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
第
七
条
第
二
項
に
規
定
す
る
保
険
者
又
は
後
期
高
齢
者
医
療
広
域

連
合
が
、
同
法
第
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
医
療
保
険
各
法
若
し
く
は
高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法

律
に
基
づ
く
事
業
又
は
当
該
事
業
に
関
連
す
る
事
務
を
行
う
場
合

二

独
立
行
政
法
人
医
薬
品
医
療
機
器
総
合
機
構
が
、
独
立
行
政
法
人
医
薬
品
医
療
機
器
総
合
機
構
法
（
平
成

十
四
年
法
律
第
百
九
十
二
号
）第
十
五
条
第
一
項
第
五
号
ハ
に
掲
げ
る
業
務
又
は
同
号
ヘ
に
掲
げ
る
業
務（
同

号
ハ
に
掲
げ
る
業
務
に
附
帯
す
る
業
務
に
限
る
。）を
行
う
場
合

三

医
療
分
野
の
研
究
開
発
に
資
す
る
た
め
の
匿
名
加
工
医
療
情
報
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
九
年
法
律
第

二
十
八
号
）
第
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
認
定
匿
名
加
工
医
療
情
報
作
成
事
業
者
が
、
同
法
第
二
条
第
四
項

に
規
定
す
る
匿
名
加
工
医
療
情
報
作
成
事
業
を
行
う
場
合

四

前
二
号
に
掲
げ
る
場
合
の
ほ
か
、
法
第
八
十
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
受
給
者
番
号
等
を
利
用
し
よ
う

と
す
る
者
が
、
次
の
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
掲
げ
る
者
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
定
め
る
も
の
を

行
う
場
合

イ

国
の
行
政
機
関
（
前
項
第
一
号
及
び
第
二
号
に
掲
げ
る
者
を
除
く
。）
適
正
な
保
護
の
決
定
及
び
実
施

に
関
す
る
事
務
等
の
遂
行
に
資
す
る
施
策
の
企
画
及
び
立
案
に
関
す
る
調
査

ロ

大
学
、
研
究
機
関
そ
の
他
の
学
術
研
究
を
目
的
と
す
る
機
関
又
は
団
体

疾
病
の
原
因
並
び
に
疾
病
の

予
防
、
診
断
及
び
治
療
の
方
法
に
関
す
る
研
究
そ
の
他
の
公
衆
衛
生
の
向
上
及
び
増
進
に
関
す
る
研
究

ハ

民
間
事
業
者

医
療
分
野
の
研
究
開
発
に
資
す
る
分
析
（
特
定
の
商
品
又
は
役
務
の
広
告
又
は
宣
伝
に

利
用
す
る
た
め
に
行
う
も
の
を
除
く
。）

五

労
働
安
全
衛
生
法
（
昭
和
四
十
七
年
法
律
第
五
十
七
号
）
第
六
十
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
健
康
診
断
、

健
康
増
進
法
第
十
九
条
の
二
の
規
定
に
基
づ
く
健
康
増
進
事
業
そ
の
他
の
健
康
診
断
を
実
施
す
る
機
関
が
、

当
該
健
康
診
断
を
実
施
す
る
場
合

（
法
第
八
十
条
の
四
第
一
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
務
）

第
二
十
二
条
の
六

法
第
八
十
条
の
四
第
一
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
務
は
、次
に
掲
げ
る
事
務
と
す
る
。

（
新
設
）

一

医
療
の
給
付
に
関
す
る
事
務

二

法
第
五
十
五
条
の
八
第
一
項
に
規
定
す
る
被
保
護
者
健
康
管
理
支
援
事
業
の
実
施
に
関
す
る
事
務

第
二
十
二
条
の
七

（
略
）

第
二
十
二
条
の
五

（
略
）
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様
式
第
二
号
（
裏
）
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報



（
国
民
健
康
保
険
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
六
条

国
民
健
康
保
険
法
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
三
年
厚
生
省
令
第
五
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
表
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

（
法
第
百
十
三
条
の
三
第
二
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
も
の
）

第
四
十
四
条
の
四

法
第
百
十
三
条
の
三
第
二
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
生
活
保
護
法
（
昭
和
二

十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
十
九
条
第
四
項
に
規
定
す
る
保
護
の
実
施
機
関
と
す
る
。

（
新
設
）

第
四
十
四
条
の
五

（
略
）

第
四
十
四
条
の
四

（
略
）

（
地
域
に
お
け
る
医
療
及
び
介
護
の
総
合
的
な
確
保
の
促
進
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
七
条

地
域
に
お
け
る
医
療
及
び
介
護
の
総
合
的
な
確
保
の
促
進
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
元
年
厚
生
省
令
第
三
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
表
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

（
法
第
二
十
四
条
第
二
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
も
の
等
）

第
二
十
四
条
の
二

法
第
二
十
四
条
第
二
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
保
護
の
実
施
機
関
（
生
活
保

護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
十
九
条
第
四
項
に
規
定
す
る
保
護
の
実
施
機
関
を
い
う
。
第

二
十
七
条
に
お
い
て
同
じ
。）と
す
る
。

（
新
設
）

２

法
第
二
十
四
条
第
二
項
の
健
康
の
保
持
及
び
増
進
を
図
る
た
め
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
業
は
、
生
活

保
護
法
第
五
十
五
条
の
八
第
一
項
に
規
定
す
る
被
保
護
者
健
康
管
理
支
援
事
業
と
す
る
。

（
法
第
三
十
九
条
の
二
第
一
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
も
の
）

第
二
十
七
条

法
第
三
十
九
条
の
二
第
一
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
保
護
の
実
施
機
関
と
す
る
。

（
新
設
）

（
厚
生
労
働
省
組
織
規
則
の
一
部
改
正
）

第
八
条

厚
生
労
働
省
組
織
規
則
（
平
成
十
三
年
厚
生
労
働
省
令
第
一
号
）
の
一
部
を
次
の
表
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

（
健
康
福
祉
部
の
所
掌
事
務
）

（
健
康
福
祉
部
の
所
掌
事
務
）

第
七
百
七
条

健
康
福
祉
部
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

第
七
百
七
条

健
康
福
祉
部
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一
〜
五
十
五

（
略
）

一
〜
五
十
五

（
略
）

五
十
六

生
活
保
護
法
第
三
十
四
条
第
二
項
に
規
定
す
る
指
定
医
療
機
関
及
び
同
法
第
五
十
四
条
の
二
第
五
項

に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五
十
条
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
介
護
機
関
の
指
定
及
び
監
督
に
関
す
る
こ

と
。

五
十
六

生
活
保
護
法
第
五
十
条
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
医
療
機
関
及
び
同
法
第
五
十
四
条
の
二
第
五
項
に

お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五
十
条
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
介
護
機
関
の
指
定
及
び
監
督
に
関
す
る
こ
と
。

五
十
七
〜
八
十
三

（
略
）

五
十
七
〜
八
十
三

（
略
）

（
健
康
福
祉
課
の
所
掌
事
務
）

（
健
康
福
祉
課
の
所
掌
事
務
）

第
七
百
十
二
条

健
康
福
祉
課
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

第
七
百
十
二
条

健
康
福
祉
課
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一
〜
十
九

（
略
）

一
〜
十
九

（
略
）

二
十

生
活
保
護
法
第
三
十
四
条
第
二
項
に
規
定
す
る
指
定
医
療
機
関
及
び
同
法
第
五
十
四
条
の
二
第
五
項
に

お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五
十
条
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
介
護
機
関
の
指
定
及
び
監
督
に
関
す
る
こ
と
。

二
十

生
活
保
護
法
第
五
十
条
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
医
療
機
関
及
び
同
法
第
五
十
四
条
の
二
第
五
項
に
お

い
て
準
用
す
る
同
法
第
五
十
条
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
介
護
機
関
の
指
定
及
び
監
督
に
関
す
る
こ
と
。

二
十
一
〜
二
十
六

（
略
）

二
十
一
〜
二
十
六

（
略
）
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（
四
国
厚
生
支
局
の
所
掌
事
務
）

（
四
国
厚
生
支
局
の
所
掌
事
務
）

第
七
百
三
十
八
条

四
国
厚
生
支
局
（
以
下
「
支
局
」
と
い
う
。）は
、
中
国
四
国
厚
生
局
の
所
掌
事
務
（
第
七
百

七
条
第
一
号
、
第
二
号
、
第
二
号
の
四
、
第
二
号
の
五
、
第
三
号
、
第
三
号
の
二
、
第
八
号
、
第
十
一
号
、
第

十
三
号
、
第
十
九
号
、
第
二
十
号
、
第
四
十
七
号
、
第
五
十
六
号
（
生
活
保
護
法
第
三
十
四
条
第
二
項
に
規
定

す
る
指
定
医
療
機
関
の
監
督
に
関
す
る
こ
と
に
限
る
。）、
第
五
十
八
号
か
ら
第
六
十
四
号
ま
で
、第
七
十
一
号
、

第
七
十
五
号
、
第
七
十
七
号
か
ら
第
八
十
二
号
ま
で
及
び
第
八
十
三
号
（
医
事
課
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除

く
。）、
第
七
百
十
条
の
二
第
三
号
及
び
第
四
号
、
第
七
百
十
条
の
二
の
四
、
第
七
百
十
条
の
二
の
五
並
び
に
第

七
百
十
条
の
三
第
三
号
か
ら
第
七
号
ま
で
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
次
に
掲
げ
る
も
の
に
限
る
。）の
う
ち
、
徳

島
県
、
香
川
県
、
愛
媛
県
及
び
高
知
県
の
区
域
に
係
る
も
の
を
分
掌
す
る
。

第
七
百
三
十
八
条

四
国
厚
生
支
局
（
以
下
「
支
局
」
と
い
う
。）は
、
中
国
四
国
厚
生
局
の
所
掌
事
務
（
第
七
百

七
条
第
一
号
、
第
二
号
、
第
二
号
の
四
、
第
二
号
の
五
、
第
三
号
、
第
三
号
の
二
、
第
八
号
、
第
十
一
号
、
第

十
三
号
、
第
十
九
号
、
第
二
十
号
、
第
四
十
七
号
、
第
五
十
六
号
（
生
活
保
護
法
第
五
十
条
第
一
項
に
規
定
す

る
指
定
医
療
機
関
の
監
督
に
関
す
る
こ
と
に
限
る
。）、
第
五
十
八
号
か
ら
第
六
十
四
号
ま
で
、
第
七
十
一
号
、

第
七
十
五
号
、
第
七
十
七
号
か
ら
第
八
十
二
号
ま
で
及
び
第
八
十
三
号
（
医
事
課
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除

く
。）、
第
七
百
十
条
の
二
第
三
号
及
び
第
四
号
、
第
七
百
十
条
の
二
の
四
、
第
七
百
十
条
の
二
の
五
並
び
に
第

七
百
十
条
の
三
第
三
号
か
ら
第
七
号
ま
で
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
次
に
掲
げ
る
も
の
に
限
る
。）の
う
ち
、
徳

島
県
、
香
川
県
、
愛
媛
県
及
び
高
知
県
の
区
域
に
係
る
も
の
を
分
掌
す
る
。

一
〜
四

（
略
）

一
〜
四

（
略
）

（
健
康
福
祉
課
の
所
掌
事
務
）

（
健
康
福
祉
課
の
所
掌
事
務
）

第
七
百
四
十
二
条

健
康
福
祉
課
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

第
七
百
四
十
二
条

健
康
福
祉
課
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一
〜
二
十
一

（
略
）

一
〜
二
十
一

（
略
）

二
十
二

生
活
保
護
法
第
三
十
四
条
第
二
項
に
規
定
す
る
指
定
医
療
機
関
の
監
督
に
関
す
る
こ
と
。

二
十
二

生
活
保
護
法
第
五
十
条
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
医
療
機
関
の
監
督
に
関
す
る
こ
と
。

二
十
三
〜
三
十
四

（
略
）

二
十
三
〜
三
十
四

（
略
）

（
高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
九
条

高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
十
九
年
厚
生
労
働
省
令
第
百
二
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
表
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

目
次

目
次

第
一
章
〜
第
三
章

（
略
）

第
一
章
〜
第
三
章

（
略
）

第
四
章

雑
則
（
第
百
十
六
条

第
百
二
十
二
条
）

第
四
章

雑
則
（
第
百
十
六
条

第
百
二
十
一
条
）

附
則

附
則

（
法
第
百
六
十
五
条
の
二
第
二
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
も
の
）

第
百
二
十
二
条

法
第
百
六
十
五
条
の
二
第
二
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
生
活
保
護
法
第
十
九
条

第
四
項
に
規
定
す
る
保
護
の
実
施
機
関
と
す
る
。

（
新
設
）

（
特
定
Ｂ
型
肝
炎
ウ
イ
ル
ス
感
染
者
給
付
金
等
の
支
給
に
関
す
る
特
別
措
置
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
十
条

特
定
Ｂ
型
肝
炎
ウ
イ
ル
ス
感
染
者
給
付
金
等
の
支
給
に
関
す
る
特
別
措
置
法
施
行
規
則
（
平
成
二
十
三
年
厚
生
労
働
省
令
第
百
四
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
表
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

（
定
期
検
査
費
及
び
母
子
感
染
防
止
医
療
費
の
支
給
の
特
例
）

（
定
期
検
査
費
及
び
母
子
感
染
防
止
医
療
費
の
支
給
の
特
例
）

第
二
十
五
条

法
第
十
六
条
第
二
項
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
病
院
又
は
診
療
所
は
、
生
活
保
護
法

（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
三
十
四
条
第
二
項
に
規
定
す
る
指
定
医
療
機
関
と
す
る
。

第
二
十
五
条

法
第
十
六
条
第
二
項
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
病
院
又
は
診
療
所
は
、
生
活
保
護
法

（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
条
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
医
療
機
関
と
す
る
。

令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報

附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
省
令
は
、
令
和
六
年
三
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
五
条
中
生
活
保
護
法
施
行
規
則
第
二
十
二
条
第
二
項
の
改
正
規
定
に
つ
い
て
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
生
活
保
護
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

２

こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
様
式
（
次
項
に
お
い
て
「
旧
様
式
」
と
い
う
。）に
よ
り
使
用
さ
れ
て
い
る
書
類
は
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
様
式
に
よ
る
も
の
と
み
な
す
。

３

こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
旧
様
式
に
よ
る
用
紙
は
、
当
分
の
間
、
こ
れ
を
取
り
繕
っ
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。




